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議員提出議案第９号 

地方公会計の整備促進に係る意見書 

上記の議案を提出する。 

  平成28年３月28日 

提出者 

１番 むらまつ 勝康   ５番 峯 岸 良 至 

６番 伊藤 よしのり   ７番 江 口 ひさみ 

８番 山 本 ひろみ   ９番 上 村 やす子 

１３番 向 江 すみえ  １４番 小 山 たつや 

１５番 荒 井 彰 一  １６番 秋 本 とよえ 

１７番 米 川 大二郎  １８番 新 村 秀 男 

１９番 かわごえ 誠一  ２０番 工 藤 きくじ 

２１番 会 田 浩 貞  ２２番 大 高   拓 

２３番 中 村 けいこ  ２４番 筒井 たかひさ 

２５番 平田 みつよし  ２６番 秋 家 聡 明 

２７番 安 西 俊 一  ２８番 牛 山   正 

２９番 く ぼ 洋 子  ３２番 黒柳 じょうじ 

３３番 上 原 ゆみえ  ３４番 出口 よしゆき 

３５番 小 用   進  ３６番 池田 ひさよし 

３７番 梅 沢 五十六  ３８番 倉 沢 よう次 

３９番 米 山 真 吾 

  安 西 俊 一  殿 

 

地方公会計の整備促進に係る意見書 

地方公会計の整備促進に関しては、昨年１月の総務大臣通知により、全国の各自治体に

おいて統一的な基準による財務書類を、原則として平成27年度から平成29年度までの３年

間で作成するよう要請されているところである。 

 この通知に基づき、財務書類の作成、活用を進めるにあたっては、高齢化・人口減少と

いう深刻かつ共通の課題を抱えている各地方自治体の厳しい財政事情に鑑み、可能な限り
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早期の整備が必要である。 

 よって、本区議会は国会及び政府に対し、統一的な基準による下記事項の措置を早急に

講じるよう強く求めるものである。 

記 

１ 財務書類を可能な限り早期に作成するため、その前提となる固定資産台帳の整備に取

り組む必要があるが、同台帳の整備には相当な作業コストを要するため、団体の財政力

に応じた適切な財政措置を講じること。 

２ 財務書類を作成するに当たり様々な相談内容に対応できるよう、公認会計士等の専門

家を派遣するなど、実務面でのきめ細かな支援を実施すること。 

３ 財務書類を作成・活用するためには複式簿記の知識等が必要となるため、自治大学校

等における自治体職員向けの研修をさらに充実するとともに、今後、財務書類を議会審

議等で積極的に活用することができるよう、地方議員向けの研修も充実すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 


